
診療酎帽査専門組緩（慢性期入院医療の包括剤帽査分科会）座席表  

（日 時）平成21年8月10日（月）17：00～19・00  

（会場）厚生労働  星旦主星呈⊥且睦1 一  平成21年度  

茶5回診療報酬調査専門組織・慢性期入院医療の包括評価調査分科会  

日 時・平成21年8月10日（月）17：00～19‘00  

場 所．厚生労働省共用第8会議室（6階）  

議 事 次 第  

1 平成20年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査について  

（1）各医療機関における分類の適切性の検証  

（2）提供されている医療サービスの質の検証   

2 平成20年度一般病棟で提供される医療の実態調査について   

3 その他  

診詞粗  慢卜一1  

2 1． 8．1 0  

診療報酬調査専門組織・慢性期入院医療の包括評価調査分科会委員一覧  

く委員＞  

平成20年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査及び  

一般病棟で提供される医療の実態調査に係る  
第4回分科会等での指摘事項等について  

氏 名   所 属 等   

池上 直己  慶應義塾大学医学部教授（医療政策・管理学）   

猪口 雄二  医療法人財団寿康会病院理事長・院長   

大塚 宣夫  医療法入社団慶成会青梅慶友病院理事長   

酒井 郁子  千葉大学大学院看護学研究科看護システム管理学専攻   ケア施システム管理学教授   
設看護   

佐柳 進  独立行政法人国立病院機構関門医療センター院長   

椎名 正樹  健康保険組合連合会理事   

高木 安雄  慶應義塾大学大学院教授   

武久 洋三  医療法人平成博愛会博愛記念病院理事長   

三上 裕司  特定医療法人三上会総合病院東香里病院理事長   

ヽ．－ 幸簑ヰ歯如斗会での指摘事軋 ン，〔テこ 

【医療療養病床関係】   
ロ    資料「憬－3」   「各医療機関における分類の適切性」及び「提供さ  

れている医療サービスの質の検証」に資するデータ   「憬－4」  

を整理し、資料を提出してほしい。   「慢－5」   

【医療療養病床関係】   
2  

資料「慢一2－2」  

療区分構成比の変動について、追加の分析を行って  

ほしい。   

【一般病床関係】   
3    資料「慢→7」   13：1又は15：1病棟と医療療養病棟における薬剤の  

使用状況についての比較を追加してほしい。  

その他の指摘事項等 対応状況 

【医療療養病床関係】   
4  

資料「慢－4」  

確認すべき。   

【一般病床関係、資料の再提出】   
5  

「一般病棟で提供される医療の実態調査」の集計結  
賃料「慢－6」      異について、データクリーニングの結果、分析対象  
となる件数が増加したため、資料を再提出する。   

【一般病床関係】   
6  

資料「慎一7」  

の内訳等を示してほしい。  

◎分科会長   ○分科会長代理  



診訴粗  慢－1  
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診訴粗 慢－2－1  

21．8．10●  慢性期入院医療の包括評価調査分科会の課題等について  

平成20年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査における  

「医療区分・ADL区分に係る評価票」の位置づけについて  
1 短期  

平成22年診療報酬改定に向け、既存のデータを用いて、以下の検討   

を行う。  

○患者分類の妥当性の検言正  

○各医療機関における分類の適切性の検証   

○提供されている医療サービスの質の検証  

2 中∵長期  

医療療養病床と機能が近接している病床等を含め、慢性期医療に係  

る調査一分析を行う。  

その際、慢性期医療の定義・範囲を明確にしておく必要があるが、  

現時点では、さしあたり一般病床の一部から介護保険施設の一部まで  

が想定される。  

当面は、このうちの一般病床に係る部分から検討することとし、そ   

の結果を踏まえて、慢性期医療の定義・範囲についてもあらためて検  

討する。  

一連の検討結果は、適宜、基本問題小委員会に報告し、そこでいた  

だいた意見をさらに反映させながら慎重に調査・分析を進めることと  

したい。  

調社  

鯛査結果の集計  

≒ Or医療区分・ADL区分に係る！  
評価薫」に基づく分析  

l  

！○患者特性調査に基づく分析：  
L＿．＿，－．＿．＿，＿．＿．－．＿．＿．＿．＿．■．▼．  

「医療区分・ADL区分に係る評価薫」  
（添付は任意）  

（凧血I，ゴ：2）  

【■書事噴】  
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月初め（月の途中から入扶又は軽樽してきた■禽には・入枚又は転機■）に、必ず各疇旨に絆■員（0－6）を妃入することとし．モの縫∧Dしが文化した  
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丁平成2咋3月Jl日において覆に叶書書鳥設■入峡1本州モ算定する■績に入晴している土書のうち・∫度の肢体不自由児（凱曾増檎■事の1鹿什曹者．  
土庄の王撫岬讐書．応ジストロフィー量書、わ■量書事であって桝曇井五の二手しくは触1f五の三の王書  
イr暮ヰ鯵轟何のk放暮攣事jの別棉十二に托■伯神経稚■讐の量書であって・平鹿1碑6月卸自において鶴に特殊疾患■井■隷入鹿料lを暮夏ナる■t に 

■穐入駿Lている之書（仮性ヰ網■の最青息外の1書に1る．）  
り平成抄年8月ユ1日において現に惰株ホ量入練馬t曾■糾モー丈丁る■主に入験している土手のうち、書札止傷事のt虞陣曹書．暮虔の土豪陣丁有．筋ジス  

トロフィー墨書、n■上書■  
エ平尾～岬3封1日において枕に惰機長量■暮■仕入陳nTを■軍ナる痍帆こ入眈している慮書のうち．★■損傷鶉の1鹿町書書、土庄の壬止印書書、馬ジ  
ストロフィーよ暮、け蠣量書零  

；王之  

丁平成2叫3月ユ咽において覆に陣書書庚故事人す書手糾を■定する■附こ入隊している量書のう～．1正の肢体不自由児（書）．■旛嬢細事の暮虎陣す蓄．  
王虎の土撫■書書・筋ジストロフィー量雷、れt農事事であって別■T五の二又は桝1丁五の三の豊義以外の1雪  

イーさ事鯵■糾のk農暮斗事」の別轟羊十二に穐ける神経冊事の墨書でわて、平成川年6月細別こおいて隕■＝情珠瞳土■暮柏入障糾2を1定丁る♯兼  
■練に入拝している之書（仮性球解ヰの量書以外の正書に■る．）（解義纂五のこの量書は欺く．）  
り平成袖如月ユl引こおいて凱＝輝株疾量れ賽■繰入履綱Zを暮定†る蠣附こ入度しているよ書のうち、♯叫≠七事の暮度洋書著．暮虔の量撫障書書、応ジ  

ストロフィー主著、什■上薯事（別春雷五のこの上蓋は＃く．）   
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留意点  
別紙8  

医療区分・ADL区分に係る評価票 評価の手引き  

r医療区分■ADL区分に係る評価票」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか密かを判定  

すること。また、各項目の評価の単位上ついては、r評価の単位」及び「留青息ノに従うこと。   

なお、「≡兵当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等  
の変化がない隠斜こは、診舵録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた貌合には診療録にその根拠  
言／記載するこヒ   

1．算定期間に限りがある区分   

（1）【医療区分3（別表第五の二）l   

L24時間持続して点滞を実施している状態  

項目の定義  

連続する14日間を限度とし、15日冒以降は夏姦当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が老  

化した揚合には、本項【∃に該当する。  

3悠病等によりリハビリテーションが必要な状態（原因となる傷病等の発症後、30日以内の場合で、実際にり／＼ヒ  

リテーションを行っている場合に限る。）  

項目の定義  
誤病等によりリハビリテーションが必要な状態（原因となる傷病等の発症後、30日以内の堤合で、実際にリ  

ハビリテーションを行っている】盈含に鰐皮る。）  

l、‾、Il＿．l  
実施されるリハビリテーションは、医科点数表上のリハビリテーシつンの部に規定されるものであること。  

リハビリテーンヨンについては、姓続的に適切に行われていれば、毎日行われている必紫はないものとす  

る。  

24時間手械して点滴を実施している状態   

4脱水に対する治療を実施している状阻かつ、発熱を伴う状態  

項目の定義  
脱水に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う伏線  本項目でいう24時間持続して点滴を実施している状犠とは、経口摂取が囲難な場合、循環勤憶が不安  

定な隆含又は電解質異常が認められるなど体液の不均衡が認められる掛合に限る毒）のとする。（初日を  

含む。）  

また、連続した7日間を超えr2▲壬時間持続して点滴を行った場合は、8日目以降はき哀当しないものとす  

もただし、一旦非該当となった複、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。  

（2）【医療区分2（別表第五の三）】  

2尿路感染症にヲ叶する治療を実施している状態  

項自の定経  

発熱こ対する治療を行っている楊合に限る。  
炭塵減少、体重減少、BUN／Cn己比の上昇等が認められ、脱水にフけする治療を実施している状阻  

連続した7日間を超えて脱水に対する治療を行った縁台は、8日目以降は該当しない。ただし、【旦非首長  

当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項日に≡亥当する。  

尿沈檀で細菌尿が確認された堤合、もしくは白血球尿（＞10／l膵宇）であって、尿路感染症に対する治療を  

実施している状態  
5．消化管等の体内からの出血が反復細舟＿／ている状態  

項巨の定義  
消化管等の体内かちの出血が反復継続している状態  

8経鼻胃管や胃虔等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又Ii嘔吐を伴う状態  

項目の定義  
経鼻胃管や胃虔等の逢腸栄養が行われており、かつ、発勲又は嘔吐を伴う状態  

本項目でいう消化管等の体内からの出血が反復継続している状態とは、例えば、黒色便、コーヒ【規連環  

嘔吐、喀血、痔核を除く持続性の便潜血が認められる状態をいう。  

出血を醒めた日から7日間まで、本項目に該当するものとする。  

6 頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態  

項目の定義  

発熱又は嘔吐に対する治療を行っている場合に限る。  
連続する7日間を限度とし、8E柑以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病  

状が患化した場合には、本項目に該当する。  

頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態（1日に複数回の嘔吐がある塩台に限る。）  

9．頻回の血糖検査を実施している状態  

項目の定義  
繰回の血庸検査を実施している状態（1日3回以上の血糖検査が必要な堤合に限る。）  

発熱に対する治療が行われている塩合に限る。  

嘔吐のあった日から3日間は、本項目に該当する。  

7 せん妄に1打する治療を実施している状態  

項目の定義  
糖尿病に対するインスリン治療を行っているなどの、1日3回以上の頻恒の血糖検査が必要な状態に限  

る。なお、検査日から3日間まで、本項削こ該当するものとする。  

せん妄に対する治療を実施している状態（せん妄の症状に対応する治療を行っている堤合に限る。）  

汀．算定期間に限りがない区分   

（1）【医療区分3（別表第五の二）】  

10 スモン  

項目の定義  
「せん妄の兆候」は、以下の6項目のうち「この7日間は通常の状態と異なるjに該当する項目がlつ以上あ  

る場合、本項目に該当するものとする。   

a注意がそらされやすい   

b周囲の衆境に関する勘；変化する   

c．支幌な会話が時々ある   

d．落ち着きがない   

e．繁気力   

E認知f赦力が1日の中で変動す‾る  

7日間を限度とし、8日目以降は該当しないものとする。ただし、旦夕日亥当となった摸、再び病状が悪化  

した寄合には、本項日に該当する。  

スモン（特定疾患治療研究事業実施質料に定めるものを対象とする。）に梓訂している状態   



留意点  評価の単位  
必ずしも特定疾患医療受給者証の交付を受けている必要はない。  

11．省略   

12．医師及び看護職員IJり、常隠監視及び管理を実施している状態  

項目の定義  

診療報声紳7）算定方法の別表第一第2章第9粁）Uひ45人工呼吸」の「35時間を超えた場合（1日につ  

き）」を算定している場合に限る。  

15．ドレーン法又は胸眩若しくは腹腔の洗浄を実施している状態  

項目の定義  

循環動態および呼吸状態が不安定なため、＃時、肌蹴、血凪心旬乳呼吸等の／くイクル  

サインを観察する必要がある等、医師及び看聯員により、24時間体制での監視及び管理を必要とする 状態  
ドレーン法又Ii胸腔若しくは腹腔の】先浄を実施している状態  

少なくとも連続して24時間以上「項目の定義」に扶当する状腺こあること（初日を含む。）  

動脈血鹿賀倭販店、血圧、心電図、呼吸等のバイタルサインが、少なくとも4時間以内の間隔で観察され  

てl、ることなお、医師による治療方針に関する聴力；行われていない場合は抜当しない．  

胸腔またi士腹陰りドレーン又は洗浄を実施しているものに限る。  

16．気管切開又は気管内秤管が行われており、かつ、発熱を伴う状態  

項巨の定義  
13．中一L瀞脈栄養を実施している状態  

項目の定農  気管切開又は気管内挿菅が行われており、かつ、発熱を伴う状態  

中心静脈栄養を実施している状態  

投薬、処置等、発熱こ対する治療が行われている場合に破る。  
本項目でいう中心静脈栄養とは、消化管の異常、悪性腫瘍等のため消化管かちの栄養摂取が囲難な場  
合に行うものに限るものとし、単に末梢血管確保が困難であるために行うものはこれに含まない。ただし、  
経菅栄養のみでカロリー不足の場合については、離脱についての計画を作成し実施している掛合に限  
り、経菅栄養との一部併用の場合も該当するものとすも  

17．酸素療法を実施している状態  

項目の定義  
醐療法を実施してし、る状態  

14．人工呼吸器を使用している状態  

1貫目．の定義  

人工呼吸器を使用している状態  

留意点  留意点  
酸素非嶺与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が鋤％以下となる状  

態であって、酸素療法下では動脈血酸桝lこ応じて酸素投与tを適切に概している状態  
なお、毎月兼において当抜酸素療法を必要とする状態に該当してl巧か艇を行い、その結果を診療録  

等に配慮すること  

必ずしも特定疾息医療受給者証の交付を受けている必要はない。  

2l．筋掛軸煉硬化症  

項目の定業  
18，感染症の治療の必要1生から隔離室での管理を実施している状憾  

項目の定義  

筋萎鴇性側索硬化症（特定疾患治蘇研究事業実施要綱こ定めるものを対象とす瓦）に確患している状態  

感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態  

必ずしも特定疾患医療受給者詑の交付を受けている必要はない．  

2．′く－キンソン病関連疾患（準行性楼上性腐席、大脳皮質基底核変性症、／く－キンノン病（ホーエン・ヤールの   

重症度分類がステージ3以上であって生活機鹿種畜度がⅢ鹿又はu度の状態に限る。））  

項目の定義  

感染症に対する枯燥又は管理力平子われている期間に限る。  

パーキンソン病関連疾患（進行性抜上性麻痺、大脳皮質基底按変性症、パーキンソン病（ホーエン・ヤー  

ルの王症度分類がステージ3以上であって生活機能情事度がⅢ鹿又はⅠⅡ度のものに限る。））に罷善して  

いる状態  

（2）医療区分2（男l康第五の三）  

19．筋ジストロフィー症  

】頁目の定義  
筋ジストロフィー症に確思している状態  

必ずしも特定疾患医療受給者証の交付を受けている必要はない。またノく－キンソン症候群は含まな  

い。  

n▲その他の難病（スモン、多賢一生硬化症、筋萎籍性側索硬化症ノヤーキンソン病関連疾患（進行性榛上性腐痔、   

大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病（ホーエン・ヤールの兎症度分類がステージ3以上であって生活機能   

障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。〉）を徐く。）  

項日の定義  

加．多発性硬化症  

項月の定義  
その他の静削特定疾患治療研究事案実施雇綱こ定める疾患妄対象とすも）に擢思し′ている状壇   多発性硬化症（特定疾患治療研究書業実施要鼎こ定めるものを対象とする。）に罷患している状態  

T－  



留烹点  
留官占  人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜音読又は血妹交換療法について、鎧続的に適切に行われていれ  

ば、毎日行われている必要はないものとする。  その他の1証病とは、スモン、多発性硬化症、筋革靴側策硬化症ノく一年ンソン病閑適疾患以外の疾患  

‾P、「特定疾患治療研究事業案施要締」に定める疾患を指す。また、必ずしも特定寮監医療受給者誠の  

交†寸を受けている必要はない。  
27．28 省ち暗  

雲し悪性腫瘍（医虎用麻薬等の薬剤投与による痔裾コントロールが必要な縁台に限る。）  

項目の定義  

24 脊軋も絹傷（頚椎凋傲を原因とする麻痺が四肢すべてに認めらわる隠合に限る。）  

碩月の定鍾  
悪性腫瘍（医廉用麻薬等の薬剤投与による痺痛コントロールが必要な場合に限る。）  脊髄損傷（類推損傷を原因とする麻嫁が四肢すべてに謎められる掛合に限る。）  

評価の単位  

留意点  
ここでいう医衆用腐頭等とは、WHO’5匹∬1】adderに定められる第2段階以上のものをいう。  空尉慄禍齢）場合に限り該当するものとする。  

罰 肺炎に対する治療を実施している状態  

項目の定義  

25慢性閉塞性肺藻息（ヒュー・ジョーーンズの分頸がV度の状態に該当する爵合にβ良る。）  

項目の定義  
肺炎に対し画像診断及び血液検査を行い、肺野に明らかな浸潤影を醒め、血液検査上炎症所見を伴い、  

治療が必要な状態  
慢性閉塞性朋疾患（ヒューー・ジョーンズの分類がV度の状憩に該当する場合に限る。）  

26．人工腎臓、持続媛徐式血液濾過、腹膜雁流又は血猥交換採法を実施している状憤  

項目の定義  
人工腎臓、持掛式血液濾過、腹膜楼流又は血娃交換療法を実施している状態  

㍊．うつ症状に対する治療を実施している状態  

項目の定義  

3l．祷蛎lこ対する治療を実施している状態（皮膚局の部分的喪失が汲められる場合又は裾傾が2カ所以上に認め   

られる場合に限る。）  

項目の定義  うつ症状に対する治療を実施している状態（うつ症状に対する薬を投与している蛙合、入院精神療法、精  

神科作美療法及び・し身医学療法など、「診療報酬の算定方法」別表第」倭2章第8部の精神科専門療法  

のいずれかを算定している数合に限る。）  

櫛如こ対する治療を実施している状態（以下の分矧こて第2度以上に該当する場合若しくは糖痛が2か所  

以上に認められる状態に限る．）  

第1度．皮膚の発赤が持続しでいる部位があり、圧迫を取り除いても消失しない（皮膚の韻㈲士ない）   

第2廣皮ノ蕾屈の部分的喪失びらん、水癒、浅いくばみとして表れる   

第3度．皮膚層がなくなり済痛が皮下粗組こまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、搬組織まで及んで  

いることもあれば、及んでいないこともある   

細．皮膚層と皮下紐帯が失われ、筋肉や骨が露出している  

「うつ症状」は、以下の7項目のそれぞれについて、うつ症状が初めてみられた日以降において、3日間の  

うち毎日観察された縁台を2息1日又は2日観察された蓼合を1点として評価を行う。   

a．否定的な言葉を言った   

b自分や他者に対する経緯した怒り   

c現実には起こりそうもないことに升する恐れを表現した   

d．健康上の不満を繰i反した   

e．たびたび不安、心配事を折えた  

【悲しみ、苦悩、・Ll星した表情   

針何回も泣いたり涙もろい  
本評価によって、3日間におけるγ項目の合計が4点以上であり、かつ、うつ症状に対する治療が行われて  

いる場合に限る。  

なお、医師を含めた当喜長柄棟（床）の医療従事者により、原因－や治療方針等について検討を行い、治療方  

針に基づき実施したケアの押掛こついて‾診療録等に記赦すること。  

部位、大きさ、深度等の裾瘡の線匿について診療録に記載し、それぞれについての治療言十両を立て治療  

を実施している隠合に雷亥当するものとするn  

32 末梢循環障害；止る下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態  

項目の定義  
末梢循環障害による下肢末端の開放創に射すろ治療せ実演している状態（以下の分矧こて第2度以上に  

…亥当するJ爵合にβ艮る。）   

第1度反照の発赤が持続している部位があり、圧迫を取り除いても消失しノンい〔皮膚の拍傷はない）   

第2度皮僻腐の部分的喪失びらん、水痘、浅いくぼみとして表れる   

第3度皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組緩にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接組紐まで及んで  

いることもあれば、及んでいないこともある   

第4度皮膚層と皮下組厳が失われ、筋肉や骨が産出している  

別．他者に対する暴行が毎日認められる状1捏  

項目の定義  
他者に対する暴行が毎日認められる状態  

本項目でいう他者に対する暴行が毎日経められる状態とは、例えば、他者を打つ、押す、ひつかく等が  

認められる状礎抱いう。なお、医師又は看護前の合計2名以上（ただし、少なくとも1名は医師であること  

とする）l止りr他者に対する暴行が毎日認められる」との判断の一勤；ある者合に限る。  

なお、医師を含めた当該病棟（床）の医療従事者により、原因や治療方針等について検討を行い、治療  

方針に基づき実施したケアの内容について診療録等に言己赦すること。   

留意点  



籠．1日8回以上の喀疾吸引を実施している状態  

項目の定農  

Ⅲ．ADL区分  

当日を含む過去3日間の全勤務帯における患者に対する支援のレベルについて、下記の4項目（a．～d）に0  

～6の租で払近いものを盲己入し合計する。新入院（転機）の場合は、入院（転機〉後の状態について評価する。   
1日8匝以上の嗜癖吸引を実施している状態  

項日   内容   支援のレベル   

8．ベッド上の可動性  組こなった状態かちどのように動くか、寝返りをうったり、起き上  
がったり、ベッド上の身体の位置を湘整する   

b．移乗   ベッドからどのように、いすや車いすに座ったり、立ち上がるか  
（柵や便座への移乗は除く）   

c＿食掌   どのように食べたり、飲んだりするか。  
（上手、下手に関係尤く）経管や経静脈栄養も含む   

どのようにトイレ（ポータブルトイレ、便器、尿器を含む）を使用  

d．トイレの使用       するか。   の 排泄後始末、おむつの替え、人工慮【門またはカテーテルの  

管理、衣服を整える（移乗は除く）   

（合計点）  

本項日でいう1日8回以上の喀痛切引とは、夜間絡め3，封郡こl回程度の嘲吸引を行っていることをい  

う。  

36．気管研開又は気管内挿菅が行われている状態（発熱を伴う状態を除く。）  

項目の定義  
気管切開又は気管内挿菅が行われている状憶（発熱を伴う状態を除こ）  

37．創傷（手術鮒や感糊りを含む。）、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を   

実施している状態  

項月の定義  
創傷（手術削や感謝りを含む。）、皮膚棚又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、臆等の感染症に対する治療  

を実施している状態（1日2回以上、ガーゼや創傷披覆けの交換が必要な掛合に限る。）  

できる・■◆4・広範な援助  
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平成20年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査  
《「医療区分tADし区分に係る評価票」を用いた分析》   

1．卿区分等の変動（絆価黒の記載による）  

【分析方法】   
レセプト調査で添付されていた「医療区分・ADL区釧こ係る評価儀」（平成21年1月診療分）の記載   
に基づき．医療区分及び療兼病棟入院基本朋A－E（5区分）の変化を集計した。  

（
ゆ
ぺ
〓
一
編
渥
e
縦
阜
艶
）
 
 

■1々巨 

： 学祭ノ！蔑ご  藩療琴病棟入院基壷粁し 
′でJ】一  、▲ご，  

患者q状況三1  
■・∩－・・・l  

′ユ∴∴丁禁プニ・  件数∴■、J・  隷価票桐酎土 ∴占鱒冬割合∵   ‘‘ti，J、1； 工廠掛十 を■∧一  評価案件数に ・声ゆる割合   
二ご！‘新規   ズ院虎夫を含む）黛きご   81件  14．5，i   81件  14．5％   

当 該  372件  66．4％   369件  65．9～  

病 拝  74件  13．2l   77件  13．81  

で の  162件  

変 化   154件  

退路転捜（退嫌ぃ元亡章※・ ∴．1■11′ヽ一     47件   8．4，i   47件  8．4％   

∴ヾ繭票件数  

X居月内において入院後．退院・転機・死亡した場合の件数が「新規入院」と「退院・転棟（退棟卜死亡Jに王   
捜葛十上されている（14件）．  

X「区分不変」とは、暦月内において医療区分又は入院基本料5区分の変化が無かった件凱  

X「区分変化あり」とは、暦月内において医療区分又は入院基本劇5区分が変化した件凱  

※「区分重度化延べ件数」とは，区分が変化した件数のうち、医療区分又は入院基本料5区分が重度化の方   
向に変化した延べ件数．   
医療区分：医療区分1→2、医療区分1→3、医療区分2→3   
入院基本朋：入院基本料E→D、E→C、E→B、E→A、D→C、D・→B、D→A、C→B．C→A、B→A  

※「区分軽度化延べ件数」とは、区分が変化した件数のうち、医療区分又は入院基本料5区分が軽度化の方   
向に変化した延べ件数。   
医療区分 ：医療区分3→2、医療区分3→1、医療区分2一→1   
入院基本料：入院基本料A→B、A→C、A－D、A→E、B→C、B→D、B一→E．C→D、C→E、D→E  

※居月内において、医療区分又は入院基本刹5区分が2回以上変化した場合には、「区分重度化延べ件数」   
又は「区分軽度化延べ件数」に重複計上される．  

「  ’1  



診訴組 慎一3  

21．8．10  

ぺ〓一 
編 
山－ 

恒 

C
奈
凶
ポ
、
幽
－
†
 
 
 

N
な
凶
登
幽
－
！
 
 
 

r
な
凶
撃
凶
－
†
 
 
 

皿
な
凶
僅
幽
 
 

山
王
≠
欄
望
Y
－
・
J
・
J
・
 
 

三
－
柊
州
鮮
Y
‡
 
 

U
丈
キ
織
琶
Y
－
了
 
 

雲
”
≠
繊
饉
Y
 
 

皇
キ
惜
州
峠
Y
・
－
1
 
 

∵
三
言
㌧
－
 
 

平成20年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査  

《各医療機関における分類の適切性の検証》  

：＜l評価黒」を用いた分析について＞  
；レセプト調査において収集した2．980件のレセプト（平成21年1月診療分）のうち、乙026件に「医療  

；区分・ADL区分に係る評価票Jが御寸されていた。このうち、無作為に抽出した560件（抽出率  
‡27．6％）l二ついて、「医療区分・ADL区分に係る評価票」における記載内容に対する分析を行っ  
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（1）「医療区分・ADL区分に係る評価宗」の記載に基づく集計  

【分析方法】  
レセプト調査で剰寸されていた「医環区分・ADし区分に係る評価巣」の記載に基づき、医療区分採用項目  

数を患者毎にカウントした。  

割合   

医療区分採用 項目数  人数    1個  329人  69．1％  2個以上  147人  30．9！i  合計  476人  100．0％  e
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（例1）患者Aの評価票では「酸素廠法（＝医療区分2に該当）」の絹に31日間すべてチエツウあリ  
→ 医痔【天分書聖用Ⅰ盲目豹は“1侶ド  

（例2〉 患者Bの評価票では「尿路怒染症に対する治療を実施している状炬（＝医療区分21こ該当）」の棺  
に14日間チェックがあり、かつ「裾痛に対する治療を実施している状態（＝医療区分2に該当）」の偶には  
31日間すべてチェックあり  
→ 厚頗区分採用項目数は‖2個”  

（2）患者特性調査における調査票の記載に基づく集計   

【分析方法】  
患者特性調査における調査票の記載に基づき、要件を満たすと確認できた医療区分採用項自致を、患者  
毎にカウントした。  
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医療区分採用 項目数  人数  割合  1個  2．479人  46．1％  2個以上  2．904人  53＿9％  合計  5．383人  100．0％  
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平成20年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査  

《提供されている医療サービスの質の検証》  

2∴評価票から試算したQ上と患者特性調査から算出したQIの比較  

【分析方法】   
レセプト調査の際にレセプトに乗付されていた評価票からQlを算出し（1）、さらに同じ病院の患者特   
性調査結果からもQIを算出した（2〉。分析可能であった50病院を対象とした。   
なお、レセプト調査の調査月（1月）と患者特性調査の調査月（3月）が異なること、またそれぞれ算出   
方法が異なることに注意を要する。  

（1）現行の評価票から喜式算可能なQI項目と算出方法  

平成20年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査  
《提供されている医療サービスの質の検証》  

診調粗 慢－4  

21．8．10  

ユ〉こノぷ！1旦り亜吐出幽の外れ後逸塑鼠豊里あ ヱた象院に吏L圭るヒZ要グ藍農  

業2回分科会にて提出した「患青侍性調査におけるQualityIndlCatOrの試行」において、平均値からの外れ状   
況が辣看であった病院を対象lニ、提出されたデ←タの適切性についての確認を行った。  

（1）患者特性調査におけるQua】itylndicatorの試行（平成21年6月11日第2国分出会提出デタの再穂）   
（注）「ケlれ」とは、当該病院のデータが、「平均値＋2標準偏差」よりも大きいことを蒙昧する。 

Ql項目  病院数  分母の患者数  平均値  最大値  嬢華偏差   平均 ＋2攫掌（奉書  外れt壷 病院数   

痛み   25   2047   1Jヽ  15．21  37ヽ  ＝、ヽ   2   

栴瘡ハイリスク  25   1615  13．Ot  31ヰヽ  7，7ヽ  28．51   
桐瘡口一ノスク  24   132   2．7l  25．【粍  5．7†i  ＝＝ヽ   

身体欄】制  2S   20●7  †9．61  1000％  ｝11ヽ  6丁．8父  く二 2  ＿   
官覆カテーテル  25   2（）ヰ7  l15I  35．3％  9．6ヽ  33．71   2   

尿路悪染  Z5   2（）47  ＝ニヽ  6（】3■  ‖．■～  ヰ01ゝ  r 2 二＞   
ADしの低下（む  24   】6－19   十‡ヽ  2ヰ7l  6】～  19．7≠   
ADLの低下②  22   25こi   10Tli  33，3l  ●  32．7l   2   

項自名   分子  分母  
l記載の禦い蟻含．当月入院の患者そ除く全最古〉   

楕癒  皿度以上が1箇所、Ⅰ度以上2箇所  ADL項目のうち、rベッド上の可動性」かー移乗」の   
ハイリスク  いずれかにおいて、4以上に該当した患者   

栴瘡 ローリスク  Ⅲ度以上が1箇所、Ⅰ度以上2箇所  栴瘡ハイリスクに該当する患者を除外   

尿路感染症  尿路悪染痘である  

ADしの低下  期初と期末を比べて、ADL区分が悪 化している  

l  
♂ざぎ㌔♂ぎ♂ぎぎぎ㌔♂ぎぎ♂ぎざぎざぎ♂哀♂ぎぎ 【評価票からのQI試算結果】  

0Ⅰ項目  病院数  分母の 悪号数  平均値  精華偏差  最／ト値  長大値   平均 ＋ZIt‘1（■壬   

循瘡   50  2′360  6．3％  8．1％  0．0％  35．6％  22．5％   

桶積 ハイリスク  46  1′740  7．7％  10．1％  0．0％  37．5％  27．8％   

祷癒 ローリスク  47  587  Z．3％  5．0％  0．0％  Z3．1％  12．3％   

尿路悪染症  50  2．360  6．2％  14，4％  0．0％  95．0％  35．0％   

ADL低下  50  2．360  1．7％  2フ％  0．0％  11．9％  7＿0％  
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（2）ヒアリング結果  

施設側の匡l苔（概要）   

ベッド柵を使用している。調査票記入に間違いはない。   

患者の安全を考慮して4連のベッド柵を使用している。調査票吉己  
入に間違いはない。   

施設18  尿路焙黛が80％  発熱時に必ず検尿をしている。1度でも症状が詑められると調査    売上カウントしている 
。調査票記入には間違いはない。   

施設14  尿路感染が41％  オムツの利用が多いからかもしれない。調査票記入に間違いは    ない 
。  
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評価票よリQIを算定する場合の対応と新たな評価項目の提案（案）  （2）患者特性調査から算出可能なQl項目と算出方法【再掲】  

項目名   分子  分母  
（E最の■い場合は入牒118以内の慮書モーく全量書）   

痛み  中植皮の痛みが毎日あるか、耐え難 いみが  
痛ある  

裾瘡  Ⅰ度以上の禰痛がある患者数  寝返りか移乗の広拉な陣幸、昏睡状態、栄養陣  ハイリスク   害のいすれかに該当する患者に限る   
謂腐 ローリスク  【度以上の楕瘡がある患者数  褐瘡／＼イリスクに該当する患者を除外   

身体抑制  毒目鼻体抑制している  

留置カテーテル  留置カテーテルを挿入している  

尿路感染症  尿路感染症である  

ADしの低下（か  過去90日間におけるADL自立度の  在院日数90日以上の患者のうち、昏睡・末期・桂   悪化  和ケアに該当する患者を除外   
AOLの低下②  入院時と比較してのADし自立度の悪  在院日数15日以上90日未満の患者のうち、昏   化   

睡・末期・緩和ケアに該当する患者を除外   

○本分科会は、中央社会保険医療協議会基本問題／卜委員会から、医療療養病床で提   

供されている医療サービスの賞の検証を行うよう付託を受lナている。  

○これに対し、本分科会では矧こ、慢性期入院医療の包括評価に関する調査のうち、   

患者特性調査を用いて、治療・ケアに問題のある可能性の高い裾癒等の患者を把   

握し、分野ごとのQI（0uaJityIndicator）として評価する方法を提示した。  

○本分科会の提言に基づき、平成20年度診療報酬改定より、QIのうちの4分野   

が、一部修正のうえ導入された。すなわち、医療療養病棟において、QIを「治   

療・ケアの内容の評価表」（別紙1）として、病棟ごとに継続的に測定・評価す   

ることになった。さらに、治療・ケアに問題のある可能性の患者に対しては「治   

療・ケアの確認リスト」（別紙2）に基づいて治療・ケアの内容を確認することが   

求められている。詳細は「治療tケアの評価の手引き」（別紙3）参照。  

○一方、本分科会が行ってきたQIの算出は、患者特性調査の結果に基づいている。   

患者特性調査は、協力いただいた医療機関に対して多大な負担をかけ、また精度   

が必ずしも担保されていない任意のアンケート調査であることから、現行の方式   

を踏襲することには限界がある。  

○以上のことから、新たな評価方法について次のように検討してはどうか。  

（1）まず、「医療区分・ADL区分に係る評価票」について、現行の診療報西削こお  

ける医療区分・ADL区分の確認を行うための任意のチェックリストから、該  

当する項目のチェックを必須とするように改め、併せてレセプトヘの記載  

を簡素化してはどうか。  

（2）その上で、「医療区分・仙L区別こ係る評価慕」に、Q】を算出するために  

必要な項目を追加し、併せてこれらの項目からQIを井出できるよう、必  

要に応じてQIの新たな算定方法を検討してはどうか。  

（3）さらに、医療の貫は大きな課瑠であるので、これまで分科会が提示してき  

たQIに、新たな分野を加えてはどうか。  

【患者特性調査からのQt算出結果】  

QI項目  病院数  分母の 叢書艶  平均値  輝準偏差  最小値  1大櫨   平上q ◆～■l■■暮   

痛み   50  2．之Z6  6．0％  6．8％  0．0％  26．9％  19．5％   

祐瘡 ハイリスク  48  1′681  16．0％  11．3％  0．0％  62．5％  38．6％   

循瘡  ローリスク   

尿路感染  50  2′226  7．4％  15．1％  0．0％  93．9％  37．6％   

1．769  8．5％  10．8％  0．0％  60．0％  30．0％   

392  8．1％  12．4％  0．0％  50．0％  33．0％   
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新たな評価項目として考えられるもの  

現行の診療報酬における  
「治療・ケアの内容の評価表」の項目  

新たな評価項月（案）  ．
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OADL区分1・2の患者における裾瘡  

OADし区分3の患者における碍癒  

○尿路感染症  

○身体抑制  
ア 四肢の抑制  
イ 体幹部の抑制  
り ベッドを柵（サイドレール）で囲む  

エ 介護衣（つなぎ脹）の着用  

オ 車いすや格子から立ち上がれないよ  
うにする（腰ベルトや立ち上がれない  

イスの使用）  

OADL区分1・2の患者における栴瘡  

OADし区分3の患者における裾瘡  

○尿路感染症  

○身体抑制  
ア 四肢の抑制 

イ 体幹部の抑制  
ウ ベッドを柵（サイドレール）で囲む  

工 介護衣（つなぎ服）の着用  

オ 辛いすや椅子から立ち上がれないよ  
うにする（腰ベルトや立ち上がれないイ  

スの使用）  

カ ミトンの着用（手指の機能抑制）  

キ 自分のま志で聞けることのできない  

居室等への靴  

○仙し旦盆の低下  
（仙L区分が1カ、ら2となった患者数及び2  

から3となった患者数の和）  

○留置カテー・テル  

03日以上連続した痛み  

－
±
祇
〓
一
夏
 
 

OADLの低下  

（「支援のレベルlの合計点が2点以上増加l  

（注1）下線部が新1日で変更のある部分である。  

（注2）「身体朋闇」で追加している項目（力・キ）は、介護保険制虔において身体拘束葉止  

の対象となっている。  
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祷療 治療・ケアの確認リスト  

入院日（）年（）月（）日 患者氏名（  

評価日（）年（）月（）日  

記載者サイン（医師・看護師    サイン  

∴
†
下
 
島
霊
蜘
・
塩
幽
）
 
ハ
ヽ
十
和
稲
山
岬
 
 

（1）裾瘡の状態（部位毎に記載）   

1部位（  」  ）大きさ（   

Z紳位（  」   ）大きさ（   

3 部位（  ） 大きき（  

㌦
Ⅱ
ズ
∬
γ
 
 

数
 
敬
 
数
 
 

ステージ嘉（ ）  

ステージ淡（ ）  

ステージ嘉（  ）  

（2）圧迫・ズレカの排除（体位変換、体圧分散寝具、頭部挙上法、車椅子姿勢保持等）   

の実施  （あり  なし）  

（3）スキンケアの実施  （あり  なし）  

（4）栄養状態改善の実施  （あり  なし）  

（5）リハビリテーションの実施  （あり  なし）  

＊以下は、前月から継続している場合のみ記鼓  

（6）祷癒の状態の変化  

当月評価日時点で（改善した  悪化した  どちらともいえない）  

鳩
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【荊痛のステージ】  
芸1度＝炭層の発赤が持続している部位があり、圧迫を取り除いても消失しない（皮膚  

の損傷はない）  

宗2度・皮膚層の部分的葉矢二びらん、水痘、浅いくぼみとして表れる  

篇3度＝皮膚層がなくなり漬♯が皮下組織にまで及ぶ。潔い〈ぽみとして萎れ、隣接組  

織まで及んでいることもあれば＿及んでいないこともある  

案4度＝皮膚屠と皮下組織が失われ、筋肉や骨が買出している  
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ADし 治欄トケアの確認リスト   尿路感染症 治療・ケアの確認リスト  

入院日（）年（）月（）日 患者氏名（  

…平価日（）年（）月（）日  

記鼓者サイン（医師・看護師    サイン  

入院日（）年（）月（）日 患者氏名（  

評価自（）年（）月（）日  

記載者サイン（医師′・看護師    サイン  

（1）A DLが低下した分野  

（1）診断名   

（急性膀胱炎 急性賢孟腎炎 慢性病朕炎 慢性腎孟腎炎  

その他         ）  

（2）診断時の症状  

・自覚症状（排尿時痛 残尿感 腎部の自発痛 その他  

・バイタルクルサイン（）月（）日 体温（）  

・検査値等  

前月某日の段階  当月末日の段階   

ADLの項目      小  ベッド上の可動性      ②  移乗      ③  食事      ④  トイレの使用  

※ 段階は、言平価の手引きⅢADL区分にある0－6段階で記入する。  

（2）ADL低下の陳因  

（急性期治療後 急性期後の長期臥床 薬剤の副作用 痛み うつ状態   

難病等 その他  ）  

血液（）月（）日 白血球（  ）cRP（）  

尿．（）月（）日  白血球（  ）細菌尿（ ）  

尿培養．（）月（）日一起炎菌（大腸菌 緑膿菌 腸球菌 セラチ  

ア菌 その他  ）  

（3）ADL改善又は低下予防に係る治療・看護計画   （あり  なし）  

（4）総合的なAD」改善又は低下予防に係る随員研個  （あり  なし）  

（3）実施した治療一ケア  

・抗生剤の投与二点滴（）月（）日から（）日間  

・経口投与（）月（）白から（）日間  

・水分補給1日あたり（点滴  経口   （5）リハビリテーションの実施  （あり  なし）  



別  紙 ・3  
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別紙9  

治療・ケアの評価の手引き  

1 評価に係る留意事項について   

① 樗瘡について  
裾瘡のステージについては、「医療区分・ADL区分に係る評価票 評価  

の手引き」（以下、「評価の手引き」という。）で定める「31．裾瘡に対す  

る治療を実施している状態」の「項目の定義」にある状態   
② ADLの低下  

評価の手引きⅡで定めるADL区分の評価で求める「支援のレベル」の  

合計点が2点以上増加した場合   

③ 尿路感染症  
尿路感染症は、評価の手引きで定める「2．尿路感染症に対する治療を  

実施している状態」の「項目の定義」にある状態   
④ 身体佃制  

以下に掲げる身体拘束の行為を行った場合  
ア 四肢の抑制  
イ 体幹部の抑制  
ウ ベッドを柵（サイドレール）で臨む  

エ 介護衣（つなぎ服）の着用  

オ 辛いすや椅子から立ち上がれないようにす・る（腰ベルトや立ち上がれ  

ない椅子の使用）  

2 算出に係る留意事項   

① 算出については病棟単位とし、期間は歴月単位とする。   

② 対象となる患者は、当該月の1か月を通して当該病棟に入院している患   

者（以下、「継続入院患者」という。）であり、当月中に入院又は退院（転機）  

した患者は除外する。  

（参 月末において、評価項目ごとに、その状態lこ該当する患者（以下、「該  

当患者」という。）数を確認する。   

④ 月末において、評価項目ごとに、該当患者数を継続入院患者放で除した  

数を算虻し言己録すること。（別紙11）   

⑤ 同一患者が複数の項目に該当する場合は、それぞれの評価項目に該当す  

る患者として加える。  

（を 裾瘡については、当該病棟内（診療所では施設内）で発生した患者数も  

身体抑制 治療ケアの確認リスト  

入院日（）年（）月（）日 患者氏名（  

評価日（）年（）月（）日  

記載者サイン（医師・看護師    サイン  ）  

（1）身体拘束の行為（該当するものにチェック）   

田 四肢の抑制   
口 体幹部の抑制   
ロ ベッドを細（サイドレール）で囲む   

□ 介護衣（つなぎ服）の着用   

口 車いすや椅子から立ち上がれないようにする  
（抑制のための牒ベルトや立ち上がれない椅子の使用）  

（2）身体拘束の実施に係る3つの要件（切迫性・非代替性・一時性）に該当している  

こと、およぴその記牲  （あり  なし）  

（3）本人および篭族に対する説明  

（》 説明の方法  （口答のみ  文暮のみ  口答と文書の両方）  

（診 説明の内容（該当するものにチェック）  

□ 身体拘束の内容  
口 員的  
□ 理由  
口 拘束の時間帯および時間  
口 実施する期間  

診調粗  慢 － 6  

2 1， 8．1 0  

算出することとし、他の医療機関等で既に発生していた栴瘡と当該医療機  

関の入院中に新たに発生した栴瘡を合わせて持っている患者の場合には、  

当該病棟内（診療所では施設内）で発生したものとして取り扱うこと。  

3 その他   

① 病棟単位（診療所では施設単位）で別紙11の「治療－ケアの内容の評  

価表」を備え付けること。該当患者については別紙10の「蒋瘡、ADL、  

尿路感染症及び身体抑制に係る治療・ケアの確認リスト」を参考にしなが  
ら現在の治療・ケアの内容を確認し、今後の治療・看護の計画を見直した  

場合には、その内容を診療錨等に記録すること。  

② ADし区分3で循瘡評価実施加井を井定する患者は、別紙10の「楕瘡  
及びADしに係る治療・ケアの確放リスト」を参考にしながら現在の治  

療・ケアの内容を確認し、今後の治療・看護の計画を見直した場合には、  

その内容を診療録等に記輯すること。  

平成20年度  

一般病棟で提供される医療の実態調査  

集計結果  

《再提出》  

0第4回分科会（平成21年7月29日）の後、改めて調査対象病院への閉査   

照会（回答内容の聞合せ）を行い、無回答（不明含む）の見直しを行った。   

○その結果、集計対象件数（前回は4．888件）が前回よりも573件多い   

5，461件となったことから、集計結果を再提出する。   



1在院期間の状況  

平成20年虔 一般病棟で提供される医療の実態訴査  

（集計結果〉  

13：1病棟  
【参考】  

（∩＝†，86り  15：1病棟           （∩＝3．623）  医療療養病棟  
（∩＝7，926）   

3【）日以内   1．017  54．6％  ロ  1．704  47．0†i  ロ  102   1．3チ乙   

31日以上90日以内   9・9㌔   

9】日以上1年未満   246  13．2％  502  13．9％  

1年以上   

無回答   9  0．5％  503  27．0％  l  1．116  30．8％  l  7可                  1．195 5，812  15．1％ 733％    a6  4．8蒐  l  287  7．9％  l            0．4％    34  0．4％   
基本情報  

13対1）を有する病院の病床数および病床区分（n＝33）  

絵病床数・平均IZO床、 一般病棟入院基本料算定病床数：平均56床  

■一般病棟（13対1） 田その他一般病床 口医療療養病棟 口その他療養病床 口その他  

（注1）T（1〉は∴」阻病積（131病棟、15．1病棟）が、医療療養病棟と比較して5％以上多いもの（5％以上少ないもの〉。  

（注Z）次べ一ジ以降の集計では、131病棟と151病棟における在院日数の無回答（23件）を除いた5．461件を「在院日数  
90日以内」（rF4．340件）と、「在院日数91日以上」（∩＝1．t21件）とに分けて集言十を行う。   

□30日以内  

D31日以上   
90日以内  

■91日以上  
1年未満  

□1年以上  

口無匝】答  

13．1病棟   

（∩＝1．86り  

151病棟   
（∩＝3．623）  

【参考】  
医療療養病棟  

（n＝7．926）  

1 2 3 月 5 6 7 8 910111213111518 り1819 20 2122 23 24 25 フ8 27 28 29 〇0 コ132 33  

病院番号  

総病床数：平均127床、 一般病棟入院基本料算定病床数：平均67床  

■一般病棟（15対1〉 臼その他一般病床 □医療療養病棟 ロその他療養病床 ロその他  

3 医療区分の状況  2 年齢構成の状況  

かつ在l克巳数90日以内    かつ在院日数91日以上    医療療養病欄  
（∩＝4．340）  （n＝1．121）  （∩＝7．926）   

13：1及び15：1病棟、    13二1及び15：1病棟、    【参考】                        医療区分1  1．893  43．6％  ロ  301  26．9X  l  2，543  32．1％  医療区分Z  1．554  35．8％  l  458  40．9％  l  3，820  48．2！i  医療区分3  893  20．6†i  ロ    32．3％  l  1，563  19．7％   
13二1及び15二1病棟、    13：1及び15：1病棟、  【参考】  

かつ在院日数90日以内    かつ在院日数91日以上     医療療養病棟  
（n＝4．340）  （∩＝1．121）  （∩＝7．926）   

39歳以下   154  22  102  1．3％   

40歳～64歳   601  13．8！i  129  11．51  783  9．9％   

65歳”74歳   706  T6．3！i  207  18．5Ii  1．195  

75歳以上   5．812   

無回答   23   ＿ 5  0．4％  34  0．4％   

（注）l（1）は、一般病棟（在院日数90日以内、在院日数即 日以上）が、医療緻莱病棟と比較して5％以上多いもの   
（5％以上少ないもの）。  

（；主）†（1）は、一般病棟（在芦完日数90 日以内、在院日数91日以上）が、医療療養病棟と比較して5％以上多いもの   
（5％以上少ないもの）。  131及び15、1病棟、  

かつ在院日数90日以内（∩＝4．340）  
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医療区分1医療区分2医療区分3  

131及び15．1病棟、   

かつ在院日数91∈】以上（∩＝†．121）  

≡云：  

「39歳以下  

ロ40歳～64歳  

□65歳～74読  

切了5歳以上  

■無回答  
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131及び1Sl病捜．  131及び151頼経、  医事才療1病は  

かつ在院日数g o日以内    かつ在院日数91日以上  （∩＝7，926）  

（n＝4．340：  （∩ご1．†21）  医療区分1医療区分2 医療区分3  

【参考】医療療養病棟（∩＝7．928）  
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医療区分1医療区分2医療区分3   



4医療区分採用項目の該当状況  
0％  5X lOち 15～  20％  25，i  

絶  

療  

盛  

】  1病棟 か     ⊂】1  1及び1  

電  院90E】以内（∩＝叫．3q  

】  ■13：1及び15：1病躊 か・  

療  在院91日以上（n＝】．t2  

臼【  
）  

l  

権  
施  

用  

浄   

塵  

絶  

托  

■  

慮  

轟  

慮  

り：1及び1良一病棟、    13二1及び15：1病棟、    【参考】  

かつ在院908以内    かつ在院91日以上    医療療暮病棟  

（rF4．340）  （∩＝】．12り  （∩ニー．92（l）   

l．21時間持扶して点膚を賽旛  607  1ヰ．0％  8  20コ  18．1％  ロ  6ヰ2  8．1％   
乙尿路護染症に対する藷膚 184  ヰ．2％  72  6．ヰ％    68S  8．6％   

3・罵声亨によリリハヒリ丁－ンヨンを必羊とする状知 401  9．2％  q  13  1．2％    169  之．1％   

l・脱水に対する治■【x発熱J   1ヰ0  3．2％  38  〕．ヰ％    200  2．5％   

5．消化t零の体内から出血が反旗♯概している枝盛   56  1．3％  1．0％  67  0．8％   

6・頻回の■吐に対する冶疇【x発熱】   9  0．2％  6  ● ・・  14  02％   
丁・せん幸に対する治欄 「   157  3．6％  21  1．9％    1ヰ7  1．9％   

8・纏■Tt・■暮讐の経≠覚書が行われ、発熱又は■吐を件 う伏独∴  81  1．9％  d  72  6．†％    578  7．3％   
9・頻回甲血＃♯董を実施（暮日3回以上）   331  7．6％  81  7．2％    673  85％   
川．スモンにt靂  0  0．0％  0  0．0％  3  0．び払   
†lノ医師及び書技師により、貫疇、亡訃t理を実穐   48  1．1％  7  0．6％  85  1．1％   
1乙中・レ静懸巣暮を異掩   301  6，9％    207  18．5％  皿  ヰ00  S．0％   
13二人工呼囁推を使用   30  0．7％  51  4．5％  94  1．2％   
川・ドレーン浅・片帆睦の浅薄   56  1．3％  9  0．8％  21  0．3％   

t5・気t切開・気t内陣tの輿施され．尭熟を伴う状豊   23  0．5％  38  3．ヰ％    174  2之％   
16，酸素療法の実施   305  7．0％    1二～0  10．7％    826  10．ヰ％   
17．ま染縄簾王でのt理を実施   25  0．6％  19  1．7％    130  1．6％   

川・筋ンストロフィー症・賎萎ヰ性00集硬化症に1重 1S  0．3％  1．0％    1】8  1．7％   

19．多尭性硬化血こヰt 6  0．1％  2  0．2％  19  0．2％   
20．バてキンソン■日蓮疾tに■最  11之  2．6％  口  67  6．0％    629  79％   

之l・こその他の撫■にtl・㌧ 6  0．1％  5  0．1％  62  0．8％   

2乙書付損傷（頚椎れ傷を原医とする麻痺が四肢ナ下てに比め られる）ニノ／L  12  0．】％  16  1．4％  45  0．6％   

23・慣性酌量性締まt（ヒュ∵・ジョーンズの分筆がV丘）   18  0．4％  14  1．2％    152  19％   

2一遇折を実施 94  之．2％    108  9．6％  q  226  2．9％   

25・憲性■傷（＃痛コントロールカ！必璽な場合に取る）   68  1．6％  17  1．5％  66  08％   
20．肺炎に対する冶汝   538  1三！．4％    ヱ〔汚  18．6％  8  76る  9．7％   

27二幕鱒に対する治■（2度以上または2書所以上）   137  3．2％  84  7．5％    286  3，6％   

28・未納瘡増陣讐による下丘素月の開放割に対する為★   39  0．9％  22  2．0％  88  11％   
29．うつ症状に対する治■   202  ヰ．7％  67  6．0％    599  7．6％   

∽ノ他書に対する暮行が毎日Rめられる伏せ 10  0．9％  1q  1．2％    120  1．5％   

31．188回以上のヰ療吸引を実施  260  6．d％  用  2S5  22．7％    1－840  2】．2％   

32・気t切開て気t内挿tの臭穐（舞熱を伴つ場合電幹く）   67  1．5％  ロ  122  10．9％    733  9．2％   

弧巾露・皮す漬■、下且，卑覇の■▲炎、t雫の露梁塵に対 する浩■、  626  14．ヰ％    228  20．3％  l  1′00S  12．7％   

l、24堵周縄緩して点鶏を冥  

2飯島整集丘に対する治  

ユ，傷ホ琴によリリハビリテーシランを必事とする状  

4厳木に対する治療【x発熱  

5訂Hヒ管琴の燥内から出血が反せ縫はしている状  

6頻回の■吐に対する治環【x発熱  

7．せん豪に対する治  

8縁■■t一円妊零の帽鰻兼tが行われ、  

発熱又は嘔吐を伴う状塾  
9頻回の血■櫨董を集権（l日ユ回以上  

10．スモンにt  

】1E鰯及び書欄順により．井疇．監視・■理を実  

12中心什瞭栄暮を実  

1二〉人工l呼吸糟を使  

】lドレーン浅・脾腹塵の洗   

15気管切開・ht内躊甘の冥施され．発熱を伴う状  

】‘酸素魔法の稟  

lT虹染疇厳重でのt】董を稟  

川筋ジストロフィー症・病蔓鞘性側乗積化痘に糧  

19多発性硬化症にt塵  

20パーキンソン痍隕道疾■に■  

2tその他の艶ホにt  

2之瞥職損傷（頚椎損傷を＃因とナる四肢窮痺）   

Z3慣性閉暮性肺疾患（ヒュー・ジョーンズの分輯がⅤ鷹）  

2一遇椚を実篤  

25悪性Ⅷ瘍（饉縞コントロールが必事な叫合に取る）  

2‘肺炎に対する岩  

27禰■に対する治療（ヱ虔以上または2箇所以上）   

2且末梢礪環陣曹に上る下賎末蟻の開放巾に対する治膚  

2I．うつ症状に対する治療  

30地租こ対する暴行が■El払わられる状聾  

311日8国以上のq痍吸引を末席   

32気管切開・貴書内捧tの実施（発熱を伴う場合細く）  

Ml朋L皮膚漬■、下旦、足＃の♯井炎、  
∫琴の婁染虚に対する治■  

（注）†（1）は・一般病棟（在院日数90日以内・在院日数引日以上）が、医療療養病積と比較して59も以上多いもの   
（5％以上少ないもの）。  

5その他の患者状態像（医療区分採用項日以外）  
2肌  301  401  

13：l及びほ1病棟、    1月：1及びほ1病捜、  【参考J  

カ†つ在焼90日以内’     かつ在院91日以上    医療療養病棟  

（n＝4．340ト  （∩＝】，12り  （∩三7．926）  

研2  1ヰ．8％    200  17．8％    1．ヰ61  20．6％  

）ニ  187  4．3％  61  5．ヰ％  307  4．3％  

124  2．9％  23  之．1％  71  1．m  

355  8．2％    134  12．0％  963  13．6％   

亡こ高血圧虚 864  19．9％  Z3Z  20．7％    1′736  2ヰ．5％   

f．∴虚血性心疾翳予㍗  234  5．4％  97  8．7％  6Z3  8．8％   

i．脊髄損傷｛ 31  0．7％  〕4  3．0％  112  2．0％   

h∴大腿す頚部書折 331  7．6％  57  S．1％  5研  7．1％   

i．脊椎圧迫書痍 239  5．5％  17  1．5％  之35  ヨ．∋％   

」・その他のサ折． 430  9．9％    ヰ5  4．0％  227  ヨ．2％   

k関節リウマチ 88  2．0％  35  3．1％  163  －2．3％   

」・アルツハイマー病 176  4．1％  50  ヰ．5％  ヰ47  6，3％   

miアルツハイマニ痍以外の認知症    282  6．5％  ロ  118  10．5％  ロ  1．151  16．2％   

∩．失語症 89  2．1％  41  3．7％  417  5．9％   

0．t脳性麻＃  17  0．1％  4  0．ヰ％  115  1．6％   

p▲脇捷暮 718  16．S％    308  27．5％    2′6る8  37．7％   

q．，，脳出血い 181  ヰ．2％    93  8．3％  92q  13．0％  

286  6、寧％    119  10．6％    1，003  14．2％   

主．四肢麻痺  5S  1．】％    97  8．7％  59S  8．ヰ％   

（仮性球麻痺  36  0．8％    18  1．6％  442  6．2％   

u．気管支喘息  98  2．3％  31  2．8％  237  3．3％   

∨．捧l閉塞（イレウス〉  100  2．3％  之0  1．8％  97  1，1％   

w．肝不全  1ヰ  0．3％  6  ．s％  27  0．1％   

×．かん（悪性度■）  ヰ29  9．9％  121  10．8％  546  7．7％   

y．腎不全  207  4．8％  117  10．4％  479  6．8％   

■隷属■  

b不整事i  

c急性心不全  

d憮性・b不全  

七高血圧症  

l虚血性心疾1  

1曹職繊傷  

h大場す頚飾★折  

i♯椎圧迫t折  

1その他のt折  

k蘭簡リウマチ  

けルツハイマー病  

mアルツハイマーホ以外の拉知症  

∩失t蒼症  

○危性府★  

pE樫暮  

q見出血  

「．片側不全中年  

■，四肢好打  

t仮性球腐ヰ  

∪気管支疇息  

＞肌閉葛（イレウス）  

w．肝不全  

xがん（慕t生江ヰ）  

y賢：下全  

ロ13．1及び15．1病棟、かつ   
在院90日以内（∩＝4．340）  

■13：l及び15．1病棟、かつ   
在院91日以上（n＝】．】2り  

巴【参考】医療療葦病棟  
（∩＝7．926）   

（注）†（＝は、一般病棟（在床日数90日以内∴在院日数9】日以上）が、医療療兼病棟と比較して5％以上多いもの   
（5％以上少ないもの）。  





2．軽快率  

※軽快串 軽快患者敵÷（軽快慶喜散＋悪化患者数）で井出   

入院3ケ月後の医療区分の変化について  

1．病状の改善  

※病状の改讐  
十（隠快） ▲軽快率＞501（蛙快患者数＞悪化患者敵）  
○（横ばい）・軽快率＝瑚（軽快患者数＝慕化患者数）または軽快，烹化ともに○人  
△（悪化）：軽快率＜鍋（軽快患者数＜悪化象寺敷）  

■は■ 
匝…． 

3ケ月彼の医療区分文化  
（病状の改書142病院）  

gll以上－1001   

811以上－gOl未満   

711以上－801未満   

引は以上～701未満  

引l以上－601末弟   

501（横ばい）  

411以上”501未満   

311以上－401未満   

211以上－301未満  

111以上－201来駕  
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3．回答病院の状況  
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叫「  
医療保険療養病床維持期リハビリテーションに関するアンケート  

調至日   平成21年6月30日頚在  
調査対た  日本慢性期医療協会会員821施設  
回書施設数 264施設  

（1）病床数  

食事形態に関するアンケート 入院患者の食事形態の状況  

調査日・平成2†年6郎0日現在 姻壬対象日本慢性期医府協会会如21施設 回答施設蝕427施設  

占める割合（％）   

1医療療養病床  

各病床を有する  病院数  病床数合計（床）  病l天敵全体に    （回復期り／ヽを除〈）  26  2370  48，1  回復期リハ  F  ヰい帽  8，  介護療養病床  】ヰ  11951  2（l，  一般病床  8  5609  口  も 神病床    292  5  6その他  ■  96  乙  体  26  4930  †00   
（2）リハスタップ致  

（3）取得しているリハに関する施設基準（複数回答）（回答255施設）  ■柑■きざみ貪・べ川スト貪等■触■軽鼻栄養t斉ろう栄養■綬静脈窯靂 その他（繰菅栄養のその他＋鰻創  

施主受動  ％  L・大血管疾患リハ（Ⅰ）    1．6  心大血管疾患リハ（Ⅱ）  l  0．  一血管疾患等リハ（1）  q  46．7  脳血管疾患琴リハ（Ⅱ）  6  2－l，7  血管疾患等リハ（Ⅱ）  ⊂  2コ．  運動器リハ（‖  20  80．  動器リハ（Ⅱ）  47  1臥  吸器リハ（Ⅰ）  10  40．  吸滞リハ（Ⅱ）  2  tl．4  の他  2  7．   
（4）医療療養病床（回復期リハを除く）の平均在院日数  

（8）前期（7）の患者の算定状況について   

①標準的算定日数を超えてリハを継続した患者  （5）入院患者の医療区分（6月30日現在）  

実人凱こ占める割合（％）  に占める割合（％）   

患者実人数（人）  リ′ヽの対象となった  医慨療兼病床        心大血管疾農リハ  0  0．0  0，0  忘血管疾患等リハ  g800  59．2  l＝3  運動帯リハ  206】  3（】．9  8．丁  呼吸器リハ  187  引】ヱ  0．8   
②ま定日数内でリハを終7した患者  

美人敦に占める割合（％）  こ占める割合（％）   

心大血管疾患リハ   黒古要人数（人）  リハの対象となった  医療療養病床          0  0．0  00  脳血管疾患等リハ  280こ！  169  】し8  運動器リハ  1686  28．7  6．8  呼収器リハ  72  15，5  0．3   
調査対象期間：平成21年1月1日一同6月30日  

（6）調査対象となる医療療養病床の入院患者実人数、およぴ「心大血管疾患り′ヽ」   

「脳血管疾患苓リハ」r運動器リハ」r呼吸器リハ」のどのリハビリテーションの対象  

にもなっていない患者について  

③算定日数制搾のためリハを継続できなかった患者  

患者実人数（人）  リハの対象となった  医療療養病床  
実人故に占める割合（％）  に占める割合（％）   

心大血管疾雇リハ   0   0．0   00   

脳血管疾患等リハ   282   tZ   

運動器リハ   131   乙3   06   

呼吸器リハ   ’2．4   00   

■前記（8）のうち．「①様運的算定8数を超えてリハを絶境した患者」について  
（7）調査対象期間内でリハの対象となった患者について  

調査対象期間▼平成21年1月1日一同6月30日  
（9）控菓的算定日勤を越えても医師が「治療の雑続により改善が見込まれる、または   

治療上有効であると医学的に判帆し、リハを絆検した患者  

X3   

対象となっ た美人敷  医療療凛 病床に占  診亜美日 敷総計  総単位数  1人あたリ 平均診療  1人あたリ  1人 1日あたり   （人）  める割合 （％）  （日）   実日数（臼）  ※1  平均単位数  ※2  平均単位数    心大血管疾患リハ  0  0  0  0        脳血管疾患等り′ヽ  】6549  46．1  88】D64  1477247  53．2  893  ロ  運動着り／＼  5588  15．8  265399  7570t9  475  †35．5  乙9  呼吸器リハ  465  】．3  t3045  3487Z  28．1  75．0  乙7   平均診療 美白敦（日） ※1  平均単位数  ※2  1日あたリ 平均里他社 X3   

対象となった  ーヘ無実日数  捻旦色数  1人あたり  1人あたリ  1人    ふつ、 実人数（人）  l◆ 総！十（白）               心大血管疾患り／ヽ  0  0  0        騒血管疾患苓リハ  4536  2950】2  557838  65．0  123．0  1．9  運動儒リハ  6tl  37116  61748  60．7  10事．1  し7  呼吸器リハ  ヰ5  3609  5丁93  80．Z  12〔I7  1．6   
※1診提案日数稔計／対象となった実人数  
※2 総革位蝕／対よとなった実人数  
※3 総ヰ佐敷／診療英日蝕総計  

※1診療実日数総計／対象となった美人致  
※2 稔単位数／対1となった英人数  
※3 鮒位敦／診療芙日数総計   



診調組 慢 21． 8．  
●前た（8）のうち、「①標準的算定日数を超えでノハを継続した患者」について  

（18）標準的羊定日致を超えても医師が「大きく改善の見込みはないものの、維持期リハの継続が  
必要と判断」し、リハを継続した患者  

対たとなった 実人数  診療実日数   1人あたり   1人あたリ  
1日あたリ  

総■位蝕   平均診療   平均単位数   
、大血t疾最リハ  

うち「疾患別リハ」を井定  

‘血管疾患等リハ  139l  2605J  207丁4   59．   47．   0．8   

ち喉象別リハ」を算定  287  15ZIZ  11424   5之．   50．   0．   

動苛リハ  123  8282  855   50．   69．   1．  

うちー疾重別リハ」を暮定   78  34丁6  1389   45．   57．   

吸着リハ  345l  lユ3   39．   49．   

6   】9l   361   30．   58．   

平成20年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査の結果について  

報告書 骨子（案）  

Ⅰ．これまでの経緯  

Ⅱ．調査対象  

Ⅲ．結果概要  

1．分析対象   

2．主な結果  

（1）患者分類の状況  

（2）医療療養病棟の入院料算定の状況  

（3）患者1人当たり費用の状況  

（4）職員配置の状況  

（5）病床転換の状況  

（6）入退院患者の状況  

（7）提供されている医療サービスに関する状況  

Ⅳ．その他  

1．一般病棟の一部における慢性期入院医療の状況  

Ⅴ．今後の課題  

※1診療美白赦総計／対1となった実人数  
※2 総斗位数／対義上なった実人数  
※3 総単位数／診療英日艶総計  

（11）標準的算定日数を超えてリハを継続できない理由（複数回答）（回答ニ18g施設）  

治環を継続しても回復が見込まれないため   
治療を継続すると回せは見込まれるが算定ができないため  ．’ぐ ．  9も  リハスタッフ不足のため  7  3丁．    に   ヰ0．      4乞  冶■を継続すると回檀は見込まれるが書類が多いため  3  19．  鳥寺本人・家族の同意が得られないため  ■  9．  の他  5  29．   
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るこL  

ハ閲補助を行う看護補助者の数は、常時、   
当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに－1こ相当  

する数以上であることとする．   

二卿瘡の発生割合等lこついて継続   
的に測定を行い、御  

（引 療養病棟入院基本料の注1に規定する厚生労働大臣が定める区分   

イ 入院基本料A   

① 当該病棟の入院患者のうち別表第五のこの患者と別表第五の三の  

患者との合計が八割未満である場合（以下この（2）において「特定患  

者八割未満の場合」という。）にあっては、別表第五のこの患者   

② 当該病棟の入院患者のうち別表第五のこの患者と別表第五の三嬰  

患者との合計が八割以上である場合（以下この（2）において「特定患  

者八割以上の場合」という瑚当す  

るものとして保険医嘩こ届け出た病棟  

（以下この（2）において「ニ十対側 という‘∴＝こ入院して  

いる別表第五のこの患者  

1 捌こおいて、－【引こ看護を行う看護職員の数は、常時、  
当該病棟の入院患者の数が二十又はその場数を増すごとに一以上  

であること欄を行う看護  

甲抄畢史！節男魁虹選出▼主岨旦皇句▼蔓迎」  

各病棟における夜勤を行う看護職員の致は、前段の規定にか地  

らず、－－1江上であることとす旦L  

2 当該病棟におし、て、看護職長の最小必要数の二割以上が看護師  

であるこL  

旦 当該病棟において、一卿  

常時、当該病棟の入院患者の致が二十又はその端数を増すごと⊆  

十こ相当する数以上であることとする。   

ロ 入院基本料B   

（D 特定患者八割未満の場合にあっては、別表第五の三の患者（別表  

第五のこの患者を除くこ）であって、ADLの判定基準による判定  

が十一点以上であるもの   

②卿こ入院し  

ている別表第五の三の患者（別表第五の卿  

て、岬   

ハ 入院基本料C   

（む 特定患者八割未満の場合にあっては、別表第五の三の患者（別表  

第五のこの患者を除ぐ。）であって、AD」の判定基準による判定  

が十一点未満であるもの   

療養病棟入院基本料に関連する告示∵通知（抜粋）  

（平成20年3月5日厚生労働省告示第59号）  

AlOl 療養病棟入院基本料（1日につき）   

1 入院基本料A l．了09点  

（健康保険法第63粂第2項第2号及び高齢者医療確保法第64条第2  

項第2号の療養（以下この表において「生活療養」という。）を受  

ける場合にあっては、1，695点）   

2 入院基本料B l．320点  

（生活療養を受ける場合にあっては、1．306点）   

3 入院基本料C l．198点  

（生活療養を受ける場合にあっては、1，柑4点）   

4 入院基本料D  885点  

（生活療養を受ける場合にあっては、871点）   

5 入院基本料E  750点  

（生活療養を受ける場合にあっては、736点）  

注1 病院の療養病祷（医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床（以  

下この表において「環業病床」という。）に係る病棟として地方社会保  

険事務局長に届け出たものをいう。以下この表において同じ。）であっ  

て、看護配置∴看護師比辛、看護補助配置その他の事項につき別に厚生  

労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療怯関が  
地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者（第3節の特  

定入院料を算定する患者を除く。）について、当該患者の疾患、状態、  

ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごと  

にそれぞれ所定点数を算定する。ただし、注3のただし書に該当する場  

合には、入院基本料Eを算定する。  

本診療科の施設基準等（平成20年3月5tヨ厚生労働省告示第62号）  

三 療葺病棟入院基本料の施設基準等  
（り 療養病棟入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準  

イ 当該病棟において、一別こ看護を行う看護職眉の致は、常時、当該  

病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに－以上である  

主ょLただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が  

前段に規定する故に相当する赦以上である場合には、各病棟における  

夜勤を行う看護職眉の数は、前段の規定にかかわらす、一以上である  

こととする。  

ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であ  



二の患者」（医療区分3）  豆L特定患者八重返上の場合に壷コ姓義士里二酬土  

工いる別表第亘の三の患者上屋り表第五里三些星貴重慶一く。）であヱ  

て、ノ＝）L卿   

二 人院基本料D   

① 特定患者八割未満の場合にあっては、別表第五のこの患者又は別  

表第五の三の患者以外の患者であって、ADLの判定基準による判  

定が二十三点以上であるもの   

凰」鮎星卿星量星旦剋  
表第五の三の患者以外の二十対一配置病棟に入院している患者であ  

ユて、ノ嘲あるもの   

ホ 入院基本料E   

① 特定患者八割未満の場合にあっては、別表第五のこの患者又は別  

表第五の三の患者以外の患者であって、ADLの判定基準による判  
定が二十三点未満であるもの   

馳遡  

重責卿  ユ三脚L旦  
嘲塑方社会俣  

匪卿騙してい旦星董  

1 当該病棟において、一日に看護を行う看護托負の数は、常時、  

当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上  

であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護  

職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、  

各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわ  

らず、－以上であることとする。  

2 当該病棟において、看護随員の最小必要数の二割以上が看護師  

であること。  

3 当該病棟において、【日に看護補助を行う看護補助者の数は、  

常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに  

一に相当する数以上であることとする。  

（3）療養病棟入院基本料に含まれる費用並びに含まれない薬剤及び注射   

薬の費用  

療養病棟入院基本料（特別入院基本料を含む。）を算定する患者に対   

して行った検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置   

の費用（フイルムの費用を含む。）は、当該入院基本料に含まれるもの   

とし、別表第五及び別表第五の－のこに掲げる薬剤及び注射薬の費用は、   

当該入院基本料こ含まれないものとする。  

（4）援蓑病棟入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態  

別表第五の四に掲げる状態  

別表某五の二 療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の   
入院基本料Aに係る疾患及び状態   

一 対象疾患の名称  
スモン   

ニ 対象となる状態  
医師及び看護鞍員により、常時、監視及び管理を実施している状  

中心静脈栄養を実施している状態  
二十四時間持続して点滴を実施している状態  
人工呼吸器を使用している状態  
ドレーン法文は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態  
気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を伴う状態  

酸素療法を実施している状態  
感染症の治療の必要性から隔離重での管理を実施している状態   

頻回の血糖検査を実施している状態   
創傷（手術創や窓染創を含む。）、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足  

部の蜂巣炎、膿等の啓染症に対する治療を実施している状襲  

対象となる患者   
次に掲げる保険医療機関の療養病棟であって、平成十八年六月三  

十日において現に特殊疾患療養病棟入院料又は特殊疾患入院施設管  
理加算を算定する療養病棟に入院している患者（重度の肢体不自由児  

（者）又は知的障害者に限る。）  

（1）児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設  

（2）児童福祉法第四十三条の四tこ規定する重症心身障害児施設  

（3）児童福祉法第七条第六項及び身体障害者福祉法（昭和二十四年  

法律第二百八十三号）第十八粂第二項に規定する国立高度専門医療  

センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医探検関であっ   
て厚生労働大臣の指定するもの   

「別表第五の三の患者」（医療区分2）  

別表第五の三 療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の   
入院基本料B及び入院基本料Cに係る疾患及び状態等   

一 対象疾患の名称  
筋ジストロフィー症  
多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患（進  

行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病（ホーエン・  

ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ  
夜叉はⅢ度の扶態に限る。））その他の難病（スモンを除く。）  

脊髄損傷（頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる  

場合に限る。）  

慢性閉塞性肺疾患（ヒュー・ジョーンズの分類がV度の扶養に該  

当する場合に限る。）  

悪性腫瘍（医療用麻薬等の薬剤投与による痔痛コントロールが必  

要な場合に限る。）   

二 対象となる状態  
肺炎に対する治療を実施している状態  
尿路惑染症に対する治療を実施している状態  
傷病等によるリハビリテーションが必要な状態（原因となる傷病  

等の発症後、三十日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っ  

ている場合に限る。）  

脱水に対する治療を実施している状態かつ発熱を伴う状態  
消化管等の体内からの出血が反復継続している状態  
頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態かつ発熱を伴う状態  
荷橋に対する治療を実施している状葱（皮膚屠の部分的喪失が認  

められる場合又は裾瘡がこ箇所以上に認められる場合に限る。）  

末梢循環障害による下肢末端の開放割に対する治療を実施してい  
る状態  
せん妄に対する治療を実施している状態  
うつ症状に対する治療を実施している状態  
他者に対する暴行が毎日認められる状悪  
人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜濯流又は血禁交換療法を実  

施している状態  
経鼻胃管や胃倭等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔  

吐を伴う状態  
一日八回以上の嗜癖吸引を実施している扶養  
気管切開又は気管内挿管が行われている状態（発熱を伴う状態を  

除く。）  



参 考資料 3】  
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‾般病棟入院基本料に関連する告示・通知（抜粋し  
こと。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職負の数  

が前段に規定する故に相当する数以上である場合には、各病棟にお  

ける夜勤を行う看護職負の数は、前段の規定にかかわらず、二以上  
であることとする。   

② 当該病棟において、看護職長の最小必要数の七割以上が看護師で  

あること。   

③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。   
ハ 十三対一入院基本料の施設基準   

① 当捌こおいて、一別こ看護を行う看護職長の数は、常時、皇  

該病棟の入院患者の数が十三又はその拙こ一以上であ  

ること。ただし、町  

数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟に  

おける夜勤を行う看晰、わらず、二以  

上であることとする【   

② 当該病棟において、酬小必要数の七割以上が看雄師で  

あるこL   

③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十四日以内であること。   

ニ 十五対一入院基本料の施設基準   

① 当該病棟において、一個負の数は、常時、当  

該病棟の入院患者の数が十王又はその端数を増すごとに一以上であ  
ること。た卿負の  

数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟lこ  

おける夜勤を行う青柳、力、わらず、ニ以  
上であることとする。   

② 当榊帽儀師で  
あるこL   

③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日以内であるこh  

（2）一般病棟入院基本料の注1のただし書に規定する準七対一入院基本   

料に係る厚生労働大臣が定める基準   

常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者敷に百分の十を乗じて得た   

数以上であること．  

（3）一般病棟入院基本料の注1のただし暮に規定する準七対一入院基本   

料に係る厚生労働大臣が定める地域  

別表第三のこに掲げる地域  

（4）醐本科の注4に規定する厚生労伽大臣が定める状鱒琴   
にある患者   

別表第四に掲げる状態等にある患者  

（5）後期高齢者特定入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びに含ま   

（平成20年3月5日厚生労働省告示第59号）  

AlOO 一般病棟入院基本料（1日につき）  

1 7対1入院基本料1．555点   

210対1入院基本料1，300点   
3珊092点   4珊点   

注4 注1から注3までの規定にかかわらず、特定患者（高齢者医療確保   

法の規定による療事の給付を受ける肴（以下「後期高齢者」という。）   

である患者であって、御重（剋上；度   

生労働大臣が定める状態等にあるものを除L）をいう。以下この表   

において同じ。）に該当するもの（第3節の特定入院料を算定する患   

者を除く。）については、後期高齢者特定入院基本料として928点を井   

定する。ただし、特別入院基本料を算定する患者については7gO点を算  

定する。  

本診療科の施設基準等（平成20年3月5日厚生労働省告示第62号）  

ニ ー般病棟入院基本料の施投基準等  

（1）一般病棟入院基本料の注1に規定する入院基本朋の施設基準  

イ セ対一入院基本料の施設基準  

① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職眉の数は、常時、当  

該病棟の入院患者の赦が七又はその端数を増すごとに－以上である  

こと。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護隠員の数  

が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟にお  

ける夜勤を行う看護職員の歓は、前段の規定にかかわらず、二以上  

であることとする．  

② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師で  

あること。  

③ 当該病棟の入院患者の平均在院日勤が十九日以内であること。  

④ 者維必要度の基準を満たす患者を－割以上入院させる病棟である  

こと（救命救急入院料を算定する治療室を有している保険医療機関  

の病棟を除く。）。  

口 十対一入院基本料の施設基準  

① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職鼻の敷は、常時、当  

該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上である  

れない薬剤及び注射薬   

後期高齢者特定入院基本料を算定する患者に対して行った別表第五に  

掲げる画像診断及び処置の費用（フイルムの費用を含む。）は、当該入  

院基本料に含まれるものとし、別表第五の－のこに掲げる薬剤及び注射  

薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。  

別表第明こある患者   

一 難病患者等入院診欄加算を算定する患者   

二 重症者等療兼環境特別加算を井定する患者   
三 重度の肢体不自由者（脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除  

く。）、脊髄損傷等の重度障害者（脳卒中の後遺症の患者及び認知症   

の患者を除く。）、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難  

病患者等   
四 悪性新生物に対する治療（重篤な副作用のおそれがあるもの等に限  

る。）を実施している状態にある患者   

五 観血的動脈圧測定を実施している状態にある患者   
六・山大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーシ  

ョン料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション   

料を実施している状態にある患者（患者の入院の日から起井して百八  

十日までの間lこ限る。）   

セ ドレーン法文は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態にある  

患者   
八 頻回に嗜癖吸引及び干渉低周波去疲器による喀療排出を実施してい  

る状態にある患者   

九 人工呼吸器を使用している状態にある患者   

十 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過又は血策交換療法を実施している状  

態にある患者  
十一 全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる手術を実施し、当該疾病   

に係る治療を継続している状態（当該手術を実施した日から起算して  

三十日までの間に限る。）にある患者  

十二 前各号に掲げる状阻こ準ずる状態にある患者  




